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一
　
は
じ
め
に

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
一
定
の
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
多
様
に
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
取
引
が
民
法
学
の
観
点
か
ら
様
々
な
法
的
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ（
1
）る。

　
こ
う
し
た
取
引
が
提
起
す
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
、
取
引
を
構
成
す
る
複
数
の
契
約
の
う
ち
の
一
方
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
た
他

方
契
約
の
解
除
の
可
否
の
問
題
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
同
一
当
事
者
間
に
お
け
る
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
を
理
由
に
こ
れ
を
認
め
る
判

決
を
下
し
て
い（
2
）る。
右
判
決
の
結
論
に
対
し
て
は
学
説
の
多
く
が
賛
同
し
た
も
の
の
、
右
判
決
は
、
あ
る
契
約
の
債
務
不
履
行
解
除
を

も
っ
て
独
立
し
た
他
の
契
約
を
も
解
除
で
き
る
こ
と
の
理
論
的
な
根
拠
に
つ
き
必
ず
し
も
明
確
な
判
示
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
多
く
の

学
説
が
こ
う
し
た
契
約
の
連
鎖
的
な
消
滅
を
認
め
る
た
め
の
様
々
な
法
律
構
成
を
試
み
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
相
互
依
存
的
契

約
論
と
の
比
較
研
究
を
行
う
都
筑
教
授
は
、
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
根
拠
を
四
囲
の
状
況
か
ら
推
察
さ
れ
う
る
当
事
者
の
意
図
に
求

め
ら
れ
る
と
主
張
す（
3
）る。
ま
た
、
三
当
事
者
以
上
の
者
に
よ
り
、
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
、
各
当
事
者
の
独
立
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
取
引
（
多
角
取
引
）
の
提
起
す
る
問
題
を
広
く
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
中
舎
教
授
は
、
多
角
取
引
の
法
的
根
拠
を
、
取
引

全
体
を
包
括
す
る
一
つ
の
合
意
（
合
同
行
為
的
契
約
論
）
に
求
め
る
。
そ
の
上
で
、
右
合
意
の
内
容
は
、
当
事
者
意
思
を
中
心
に
し
な
が

ら
、
契
約
目
的
、
経
済
的
一
体
性
、
取
引
構
造
等
か
ら
規
範
的
な
形
で
確
定
さ
れ
、
こ
の
合
意
内
容
に
従
っ
て
多
角
取
引
の
効
果
が
導
か

れ
る
と
主
張
す（
4
）る。
こ
れ
ら
の
見
解
を
始
め
と
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
取
引
の
複
合
性
の
根
拠
を
探
求
す
る

見
解
の
多
く
は
、
各
々
に
法
律
構
成
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
規
範
的
な
も
の
も
含
む
当
事
者
の
意
思
に
取
引
の
複
合
性
の

根
拠
を
求
め
て
い
る
と
評
し
う（
5
）る。
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も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
当
事
者
の
意
図
や
規
範
的
意
思
が
、
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
意
思
概
念
と
い
か
な
る
関
係
に
立

つ
の（
6
）か、

あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
規
範
的
に
解
釈
さ
れ
う
る
当
事
者
の
意
図
・
意
思
が
な
ぜ
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
都
筑
教
授
の
主
張
す
る
当
事
者
の
意
図
に
は
、
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
意
思
と
、
意
思
の
外

部
に
あ
る
規
範
を
擬
制
し
た
と
こ
ろ
の
意
思
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
た
上
で
、
厳
密
な
意
味
で
の
意
思
に
よ
っ
て
説
明

で
き
る
こ
と
と
他
に
根
拠
を
求
め
る
べ
き
こ
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
森
山
教
授
の
指
摘（
7
）は、

当
事
者
の
意
図
と
し
て
考
慮
さ

れ
て
い
る
内
容
の
不
明
確
性
に
疑
問
を
提
起
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
舎
教
授
の
主
張
す
る
合
同
行
為
的
契
約
論
に
つ
い
て
も
、

意
思
以
外
の
諸
要
素
も
含
め
て
規
範
的
に
確
定
さ
れ
る
合
意
事
項
が
本
人
を
拘
束
す
る

―
特
に
当
事
者
が
定
め
た
明
示
の
契
約
分
離
条

項
も
規
範
的
な
意
思
か
ら
無
効
と
さ
れ
う（
8
）る

―
の
は
な
ぜ
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な（
9
）い。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
密
接
関
連

性
を
有
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
当
事
者
の
意
図
や
規
範
的
意
思
の
内
容
・
意
味
に
は
な
お
考
察
を
加
え
る
余
地

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
他
方
で
フ
ラ
ン
ス
に
目
を
向
け
る
と
、
同
国
で
は
同
一
の
取
引
を
構
成
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
は
、
契
約
の
不
可
分
性
又
は

相
互
依
存
性
の
問
題
と
し
て
多
く
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
）
10
（
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
や
有
力
な
学
説
は
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠

を
当
事
者
の
共
通
の
意
図
に
求
め
る
の
で
あ
る
）
11
（

が
、
こ
の
当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
内
容
の
不
明
確
さ
が
学
説
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
批
判

さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
破
毀
院
混
合
部
は
二
〇
一
三
年
に
一
定
の
取
引
に
お
け
る
契
約
の
相
互
依
存
性
を
画
一
的
に
判
断
す
る
基
準
を
示

す
判
決
を
下
し
）
12
（

た
。
学
説
は
右
判
決
に
対
し
て
多
く
の
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
従
来
不
明
瞭
で
あ
っ
た
当
事
者
の
共

通
の
意
図
の
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
判
例
・
学
説
の
議
論
の
成
果
は
、
二
〇
一
六
年
改
正
債
務
法

に
お
い
て
も
一
定
程
度
反
映
さ
れ
る
に
至
っ
）
13
（
た
。
以
上
の
よ
う
な
転
換
点
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
近
時
の
議
論
は
、
我
が
国
に
お
け
る
契

約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
と
さ
れ
る
当
事
者
の
意
図
や
規
範
的
意
思
の
内
容
を
検
討
す
る
上
で
示
唆
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

本
稿
は
、
我
が
国
に
お
け
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
を
考
察
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
判
例
・
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立
法
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
実
質
的
根
拠
、
特
に

当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
以
下
で
は
、

二 
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
の

意
義
を
考
察
し
た
後
に
、
立
法
作
業
の
経
過
を
辿
る
べ
く
、
三 

債
務
法
改
正
準
備
草
案
、
四 

改
正
債
務
法
の
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
規

定
を
分
析
の
上
で
、
五 

フ
ラ
ン
ス
法
の
近
時
の
議
論
の
特
色
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
、
と
い
う
形
で
検
討
を
進
め
て
い
く
。

二
　
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
に
よ
る
相
互
依
存
性
の

　
客
観
的
基
準
の
採
用
と
そ
の
意
義

㈠
　
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
ま
で
の
議
論

　
ま
ず
二
〇
一
三
年
判
決
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
右
判
決
以
前
の
議
論
状
況
を
確
認
す
）
14
（
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
相
互
依
存
的
契
）
15
（
約
の
連

鎖
的
消
滅
の
議
論
は
、
主
に
役
務
提
供
契
約
と
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
提
起
す
る
次
の
よ
う
な
問

題
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
（
以
下
、
こ
の
取
引
を
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
と
い
う
）。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
広
告
画
像
の
供
給
等
を
内
容
と

す
る
役
務
提
供
契
約
が
役
務
提
供
者
と
役
務
受
領
者
の
間
で
締
結
さ
れ
、
他
方
で
右
役
務
の
履
行
に
必
要
な
機
材
（
例
え
ば
、
広
告
画
像
の

配
信
を
受
け
る
モ
ニ
タ
ー
）
を
目
的
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
等
が
金
融
機
関
と
役
務
受
領
者
の
間
で
締
結
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

リ
ー
ス
目
的
物
は
右
役
務
の
提
供
を
受
け
る
以
外
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
給
付
の
関
連
性
）、
役
務
提
供
者
が

役
務
受
領
者
に
支
払
う
広
告
料
等
の
金
銭
と
役
務
受
領
者
が
金
融
機
関
に
支
払
う
リ
ー
ス
料
が
同
額
と
さ
れ
、
役
務
受
領
者
は
実
質
的
に

無
償
で
取
引
に
参
加
で
き
る
と
い
う
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
（
対
価
的
均
衡
）、
役
務
提
供
契
約
を
勧
誘
し
た
人
物
が
金
融
機
関
の
代
理
人
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も
兼
ね
る
等
、
役
務
提
供
者
と
金
融
機
関
の
事
前
の
協
力
体
制
が
存
在
す
る
等
の
事
情
が
加
わ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
役

務
提
供
者
の
不
履
行
等
を
理
由
に
役
務
提
供
契
約
が
解
消
さ
れ
、
取
引
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
役
務
提
供

者
は
目
的
を
失
っ
た
リ
ー
ス
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
き
、
学
説
で
は
、
相
互
依
存
的
な
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
大
き
く
コ
ー
ズ
説

と
不
可
分
合
意
説
が
対
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
対
立
は
、
相
互
依
存
性
の
認
定
に
あ
た
り
、
給
付
の
関
連
性
や
対
価
的
構
造
と
い
っ

た
経
済
的
な
目
的
の
同
一
性
と
い
う
客
観
的
側
面
を
重
視
す
る
の
か
（
コ
ー
ズ
説
）、
こ
う
し
た
事
情
も
含
む
様
々
な
事
実
的
要
素
か
ら

演
繹
さ
れ
る
当
事
者
の
黙
示
の
意
思
の
解
釈
と
い
う
主
観
的
側
面
を
重
視
す
る
の
か
（
不
可
分
合
意
説
）
と
い
う
対
立
に
繫
が
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
前
者
に
対
し
て
は
、
当
事
者
の
意
思
を
考
慮
せ
ず
に
複
数
の
契
約
を
結
び
つ
け
る
客
観
的
・
経
済
的
な
関
係
の
存
在
の
み
に

よ
っ
て
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
右
関
係
の
存
在
を
認
識
す
ら
し
て
い
な
い
場
合
に
も
当
事
者
を
相
互
依
存
性
に
拘
束
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
当
事
者
の
予
見
を
害
す
る
と
い
っ
た
批
判
）
16
（
や
、
契
約
は
法
的
に
は
他
の
契
約
を
必
要
と
し
な
い
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
た

め
、
相
互
依
存
性
の
根
拠
は
客
観
的
な
経
済
的
関
係
そ
れ
自
身
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
意
思
を
介
在
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
旨
の
批

判
）
17
（

が
向
け
ら
れ
る
一
方
で
、
後
者
に
対
し
て
は
、
意
思
解
釈
と
い
う
手
法
の
曖
昧
性
や
恣
意
性
及
び
意
思
へ
の
仮
託
と
い
っ
た
点
に
疑
問

が
提
起
さ
れ
て
い
）
18
（
た
。

　
他
方
で
、
破
毀
院
判
決
に
お
い
て
は
、
不
可
分
合
意
説
に
親
和
的
な
形
で
、
相
互
依
存
性
認
定
の
た
め
に
当
事
者
の
共
通
の
意
図
に
言

及
し
て
解
決
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
契
約
条
項
の
内
容
、
複
数
契
約
の

締
結
経
緯
や
履
行
時
の
当
事
者
の
言
明
、
取
引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
、
複
数
の
契
約
の
締
結
の
同
時
性
・
期
間
の
同
一

性
、
当
事
者
に
よ
る
取
引
全
体
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
等
の
事
実
的
要
素
が
総
合
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
の
共
通
の

意
図
や
、
契
約
の
全
体
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
明
示
の
契
約
可
分
条
項
（
一
方
の
契
約
が
債
務
不
履
行
等
を
理
由
に
消

滅
し
て
も
、
他
方
の
契
約
は
右
消
滅
の
影
響
を
受
け
ず
、
な
お
存
続
す
る
旨
規
定
す
る
条
項
）
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
）
19
（

た
。
こ
う
し
た
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破
毀
院
の
立
場
は
、
事
案
に
応
じ
た
柔
軟
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
反
面
、
解
決
の
一
貫
性
を
欠
き
、
さ
ら
に
、
解
決
の
根

拠
と
さ
れ
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
中
に
、
契
約
両
当
事
者
の
意
思
を
示
す
要
素
だ
け
で
な
く
、
一
方
当
事
者
の
抱
い
た
信
頼
を
示
す

要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
不
可
分
合
意
説
と
同
様
、
曖
昧
で
あ
る
と
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

状
況
に
あ
っ
た
。

㈡
　
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
の
意
義
と
影
響

　
こ
の
よ
う
に
、
複
数
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
や
判
断
基
準
に
関
し
て
議
論
が
混
迷
す
る
中
で
、
破
毀
院
混
合
部
は
、
役
務
提
供
・

リ
ー
ス
取
引
の
事
案
に
関
し
て
解
釈
を
統
一
す
る
重
要
な
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
1 

本
判
決
の
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、

2 

本
判
決
に
対
す
る
学
説
の
評
価
、
3 

本
判
決
以
降
の
破
毀
院
判
決
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
判
決
の
意
義
と
影
響
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
。

1
　
判
決
の
概
要

　
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
は
自
ら
の
店
舗
に
お
い
て
配
信
す
る
た
め
の
画
像
の
供
給
を
受
け
る
た
め
、
Ａ

と
画
像
供
給
を
内
容
と
す
る
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
。
後
日
、
Ｙ
は
右
契
約
に
必
要
な
機
材
を
調
達
す
る
た
め
、
Ｘ
と
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
両
契
約
の
期
間
は
同
一
で
あ
り
、
Ｙ
は
Ｘ
に
毎
月
一
〇
〇
〇
€
の
リ
ー
ス
料
を
支
払
う
こ
と
、
広
告
配

信
の
対
価
と
し
て
Ａ
は
Ｙ
に
毎
月
九
〇
〇
€
の
広
告
料
を
支
払
う
こ
と
、
た
だ
し
リ
ー
ス
契
約
は
役
務
提
供
契
約
か
ら
独
立
し
た
も
の
で

あ
る
旨
（
可
分
条
項
）
が
約
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
Ａ
が
倒
産
し
画
像
供
給
契
約
が
解
約
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
は
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
停

止
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
等
を
求
め
て
Ｙ
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
審
は
、
両
契
約
の
期
間
の
同
一
性
、
取
引
全
体
の

対
価
的
構
造
等
を
指
摘
し
た
上
で
、
両
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
し
た
。
そ
こ
で
、
民
法
一
一
三
四
条
、
一
二
一
七
条
、
一
二
一
八
条
へ
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の
違
反
を
理
由
に
Ｘ
が
破
毀
申
立
て
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
は
、
民
法
一
一
三
四
条

等
を
参
照
し
な
が
ら
、「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
（location financière

）
を
含
む
一
つ
の
取
引
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
同
時
又
は
順

次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
こ
の
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
契
約
条
項
は
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

す
」
と
判
示
し
、
Ｘ
の
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
上
で
、
役
務
提
供
契
約
の
消
滅
に
続
く
リ
ー
ス
契
約
の
消
滅
を
認
め
）
20
（
た
。

2
　
学
説
の
評
価

　
本
判
決
は
、
紛
争
が
非
常
に
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
毀
院
の
中
で
も
解
決
が
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引

に
お
け
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
釈
を
統
一
す
る
判
示
を
下
し
た
点
に
意
義
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
学
説
に
お

い
て
も
評
価
さ
れ
て
い
）
21
（
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
示
す
複
数
契
約
の
相
互
依
存
性
の
要
件
・
効
果
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
法
的
根
拠
に

関
し
て
は
、
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

　
⑴
　
複
数
契
約
の
相
互
依
存
性
の
要
件
・
効
果

　
ま
ず
、
相
互
依
存
性
の
要
件
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
①
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
含
む
一
つ
の
取
引
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
、

②
同
時
又
は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
と
い
う
要
件
を
示
す
。
相
互
依
存
性
の
要
件
に
つ
き
、
従
前
の
議
論
で
は
当
事
者
の
共
通
の

意
図
の
探
求
と
い
う
主
観
的
な
基
準
を
採
用
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
本
判
決
は
、
当
事
者
の
意
思
・
意
図
に
何
ら
言
及
せ

ず
、
取
引
を
構
成
す
る
契
約
の
性
質
に
の
み
着
目
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
客
観
的
基
準
を
採
用
し
た
と
み
ら
れ
て
い
）
22
（

る
。
も
っ
と
も
、

契
約
の
性
質
に
言
及
す
る
①
②
の
要
件
に
対
し
て
は
そ
の
曖
昧
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
②
は
、
後
に
検
討
を
行
う
債
務
法
改
正
準

備
草
案
の
一
つ
の
カ
タ
ラ
草
案
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
取
引
を
構
成
す
る
複
数
の
契
約
は
同
時
又
は
順
次
に
な
さ

れ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
た
め
、
②
は
要
件
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
旨
指
摘
さ
れ
て
い
）
23
（

る
。
他
方
で
①
に
つ
い
て
も
、
い
か
な
る
契
約

が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
の
射
程
に
含
ま
れ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
）
24
（
い
。
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次
に
効
果
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
本
判
決
は
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
相
互
依
存
的
な
契
約
の
う
ち
の
一
方
が
消
滅
し
た
場
合
、

他
方
契
約
は
失
効
（
原
則
と
し
て
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
契
約
の
消
滅
態
様
）
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
本

判
決
は
、
一
方
の
契
約
が
消
滅
し
て
も
他
方
契
約
は
な
お
存
続
す
る
旨
約
定
す
る
可
分
条
項
の
適
用
を
、
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
こ

と
を
理
由
に
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
可
分
条
項
の
排
除
の
根
拠
に
対
し
て
批
判
が
あ
る
こ
と
は
後
に
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
相

互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
の
曖
昧
性
に
対
す
る
批
判
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
一
方
の
契
約

が
消
滅
し
た
場
合
に
他
方
の
契
約
の
履
行
利
益
の
五
〇
％
を
保
証
す
る
旨
の
条
項
が
「
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
」
と
い
え
る
か
は
明

ら
か
で
な
い
と
い
っ
た
点
で
、
何
が
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
25
（

る
。

　
⑵
　
本
判
決
の
法
的
根
拠

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
よ
り
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
本
判
決
の
法
的
根
拠
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
本

判
決
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
学
説
の
評
価
・
議
論
を
検
討
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
法
的
根
拠
の
不
明
確
性
を
理
由
に
、
本
判
決
を
厳
し
く
批
判
す
る
見
解
が
あ
）
26
（

る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
意
思
自
治
の
原
則
を

示
す
民
法
一
一
三
四
条
を
参
照
し
て
い
る
も
の
の
、
本
判
決
の
示
す
相
互
依
存
性
の
判
断
基
準
は
当
事
者
の
意
思
を
徴
標
す
る
事
情
を
考

慮
し
な
い
ば
か
り
か
、
可
分
条
項
と
い
う
形
で
明
示
的
に
示
さ
れ
た
契
約
当
事
者
の
意
思
を
排
斥
し
て
い
る
。
可
分
条
項
は
、
当
事
者
間

に
お
い
て
一
方
の
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
を
分
配
す
る
条
項
と
し
て
、
契
約
自
由
の
原
則
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
有
効
性
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
三
四
条
を
根
拠
に
、
当
事
者
の
明
示
の
意
思
よ
り
も
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
客
観

的
に
定
義
さ
れ
る
契
約
の
相
互
依
存
性
を
一
律
に
優
先
さ
せ
る
本
判
決
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
対
す
る
過
度
な
侵
害
を
な
し
て
い
）
27
（

る
、

と
批
判
を
加
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
上
記
の
見
解
と
同
様
に
、
本
判
決
は
契
約
当
事
者
の
明
示
的
な
意
思
を
絶
対
視
し
て
お
ら
ず
、
契
約
自
由
の
原
則
に

対
し
て
一
定
の
制
限
を
加
え
て
い
る
と
い
う
理
解
を
共
有
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
破
毀
院
混
合
部
が
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に



フランスにおける相互依存的契約論の新たな展開

323

限
定
し
な
が
ら
、
相
互
依
存
性
を
客
観
的
に
認
定
し
、
明
示
の
可
分
条
項
を
排
斥
す
る
と
い
う
形
で
規
制
的
な
判
断
を
下
し
た
実
質
的
根

拠
は
何
か
を
探
求
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ス
タ
ン
＝
ロ
ワ
ゾ
ー
＝
ス
リ
ネ
は
、
複
数
の
契
約
を
相
互
依
存
的
と
で
き
る
の

は
、
当
事
者
の
意
思
と
法
律
の
規
定
の
み
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
な
が
ら
）
28
（
も
、
明
確
な
法
律
の
存
在
し
な
い
領
域
に
お
い
て
、
契
約

の
性
質
の
み
か
ら
相
互
依
存
性
を
認
定
し
た
本
判
決
を
妥
当
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
紛
争
を
生
じ
さ
せ

て
き
た
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
で
は
、
事
実
上
、
役
務
提
供
者
と
金
融
機
関
が
事
前
の
協
力
体
制
を
築
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
両
契

約
に
共
通
の
当
事
者
（
中
心
的
契
約
当
事
者
）
で
あ
る
役
務
受
領
者
は
、
こ
れ
ら
の
二
者
に
比
べ
て
契
約
条
項
の
交
渉
可
能
性
が
な
い
こ

と
や
、
経
済
的
に
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
護
す
べ
き
度
合
い
が
高
い
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
）
29
（

る
。
加
え
て
、
中
心

的
契
約
当
事
者
の
保
護
の
正
当
化
根
拠
を
、
右
人
物
が
抱
い
た
正
当
な
信
頼
に
求
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ビ
ュ
イ
は
、

本
判
決
が
明
示
の
可
分
条
項
を
排
除
し
た
上
で
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
た
の
は
、
可
分
条
項
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
的
契

約
当
事
者
が
一
方
の
契
約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
自
ら
が
負
担
し
な
い
こ
と
を
正
当
に
信
頼
し
た
点
に
そ
の
根
拠
を
求
め
ら
れ
る
旨

示
唆
し
て
い
）
30
（

る
。
さ
ら
に
ジ
ュ
ニ
コ
ン
も
、
相
互
依
存
性
を
理
由
と
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
は
、
取
引
の
構
造
、
契
約
締
結
の

態
様
、
相
手
方
当
事
者
間
の
協
力
行
為
の
存
在
等
か
ら
複
数
の
契
約
の
う
ち
の
一
つ
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
自
ら
は
負
担
し
な
い
旨
の
正
当

な
信
頼
を
抱
い
た
中
心
的
当
事
者
を
保
護
す
る
と
い
う
側
面
が
強
い
と
し
た
上
で
、
可
分
条
項
を
排
除
し
て
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
た
本
判

決
の
帰
結
は
、
濫
用
的
条
項
か
ら
脆
弱
な
当
事
者
を
保
護
す
る
一
般
規
定
が
存
在
し
な
い
状
況
に
鑑
み
て
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
述
べ
）
31
（

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
取
引
を
構
成
す
る
契
約
の
性
質
の
み
か
ら
契
約
の
相
互
依
存
性
を
帰
結
し
た
本
判
決
は
、
特
に
そ
の
解
決
の
法
的
根

拠
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
こ
の
議
論
の
中
で
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼

の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
見
解
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
の
台
頭
に
留
意
し
つ
つ
、
次
項
で

は
本
判
決
以
降
の
破
毀
院
の
動
向
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
本
判
決
の
意
義
・
影
響
を
さ
ら
に
分
析
し
て
い
く
。
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3
　
本
判
決
以
降
の
破
毀
院
判
決
の
動
向

　
二
〇
一
三
年
判
決
以
降
の
破
毀
院
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
に
限
っ
て
み
る
と
、
右
判
決
を

踏
襲
し
、
こ
れ
と
同
内
容
の
判
示
を
繰
り
返
し
て
い
）
32
（
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
そ
の
後
の
判
決
は
、
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、

学
説
か
ら
批
判
の
多
い
右
判
決
の
内
容
を
狭
く
解
す
る
方
向
性
も
示
し
て
い
る
。

　
⑴
　
本
判
決
の
射
程
に
関
係
す
る
判
決

　
ま
ず
、
二
〇
一
三
年
判
決
が
直
接
の
対
象
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
含
む
取
引
以
外
の
類
型
に
関
し
て
、
破
毀
院
は
契

約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
な
観
点
の
み
か
ら
相
互
依
存
性
を
帰
結
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
融
資
に
関
す
る
取
引
に
つ
い
て
の
次
の
二
つ

の
判
決
を
み
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
Ａ
Ｙ
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
生
命
保
険
契
約
と
右
契
約
の
一
部
を
融
資
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た
Ｘ
Ｙ
間
の
融
資
契
約
の

二
つ
の
契
約
に
関
し
て
、
前
者
が
消
滅
し
た
こ
と
を
理
由
に
後
者
の
金
銭
支
払
い
債
務
を
Ｙ
が
拒
絶
し
た
の
に
対
し
て
、
Ｘ
が
こ
れ
を
請

求
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
三
年
一
一
月
五
日
判
決
は
、
当
該
事
案
に
お
け
る
融
資
契
約
の
目
的
、
締
結
状

況
等
を
考
慮
し
て
両
契
約
の
不
可
分
性
を
認
め
な
か
っ
た
原
審
は
「
不
可
分
の
契
約
の
集
合
を
構
成
す
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
が
存
在

し
て
い
な
い
こ
と
…
…
を
正
当
に
判
断
し
た
」
と
判
示
し
て
右
判
決
を
是
認
し
）
33
（

た
。

　
第
二
の
も
の
は
、
消
費
者
与
信
取
引
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
Ｘ
は
Ａ
か
ら
二
二
六
〇
〇
€
で
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
購
入
し
、
そ
の
支
払

い
に
つ
い
て
Ｙ
と
締
結
し
た
与
信
契
約
か
ら
融
資
を
受
け
た
の
だ
が
、
Ａ
が
物
を
引
渡
さ
な
か
っ
た
の
で
、
Ｘ
は
売
買
契
約
を
解
除
の
上
、

与
信
契
約
の
解
除
を
求
め
て
Ｙ
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
消
費
法
典
Ｌ
三
一
二
―
五
五
条
は
売
買
契
約
が
消
滅
し
た
場
合
に
与

信
契
約
も
連
鎖
的
に
消
滅
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
同
Ｌ
三
一
一
条
は
同
法
典
の
適
用
さ
れ
る
融
資
上
限
額
を
二
一
五
〇
〇
€
と
定
め

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
本
事
案
に
Ｌ
三
一
二
―
五
五
条
の
適
用
は
困
難
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
本
事
案
の
状
況
は
同
法
典
の
強
行

規
定
に
服
す
る
旨
の
当
事
者
の
意
思
を
示
し
て
い
る
と
し
て
同
法
典
の
規
定
を
適
用
し
て
与
信
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
た
。
Ｙ
が
破
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毀
申
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
判
決
は
「
与
信
契
約
の
申
込
み
が
主
た
る
契
約
と
関
連
し
て

い
た
こ
と
、
Ａ
が
〔
与
信
の
〕
申
込
み
を
し
た
こ
と
、
Ｙ
が
融
資
金
を
Ａ
に
〔
直
接
〕
提
供
し
た
こ
と
」
か
ら
、
債
務
の
不
可
分
性
を
定
め

る
民
法
典
一
二
一
七
条
を
参
照
し
て
、
両
契
約
の
合
意
に
よ
る
不
可
分
性
を
認
定
し
、
Ｘ
の
請
求
を
認
め
）
34
（
た
。

　
以
上
の
取
引
は
、
二
〇
一
三
年
判
決
が
扱
っ
た
取
引
類
型
と
は
異
な
る
た
め
、
同
判
決
の
射
程
が
及
ば
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
解
決
の
一
貫
性
を
担
保
す
る
た
め
に
客
観
的
基
準
を
採
用
し
た
と
い
わ
れ
る
二
〇
一
三
年
判
決
の
存
在
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
む
し
ろ
、
右
判
決
以
前
の
判
決
の
よ
う
に
、
事
案
の
状
況
か
ら
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
辿
る
と
い
う

手
法
に
依
っ
て
お
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
主
観
的
基
準
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

）
36
）（
35
（

す
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
判
決
で

考
慮
さ
れ
て
い
る
事
実
的
要
素
は
売
主
と
金
融
機
関
の
協
力
関
係
を
推
認
さ
せ
る
事
情
で
あ
り
、
こ
の
判
決
は
民
法
典
の
規
定
を
参
照
し

て
合
意
に
よ
る
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
し
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
中
心
的
契
約
当
事
者
た
る
消
費
者
を
保
護
す
る
目
的
を
有
し

て
い
た
と
い
う
旨
の
学
説
の
指
摘
も
見
逃
せ
な
）
37
（
い
。

　
⑵
　
相
互
依
存
性
の
要
件
・
効
果
に
関
す
る
判
決

　
他
方
で
、
複
数
契
約
の
相
互
依
存
性
の
要
件
・
効
果
に
関
し
て
も
、
二
〇
一
三
年
判
決
の
内
容
を
実
質
的
に
制
限
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
判
決
が
下
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
要
件
に
関
し
て
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
が
生
じ
る
に
は
、
一
方
の
契
約
が
予
め
消
滅
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
留

保
が
加
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
四
年
一
一
月
四
日
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
い
て
、
役
務
提
供

契
約
に
債
務
不
履
行
が
生
じ
て
い
る
が
未
だ
解
約
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
段
階
で
リ
ー
ス
契
約
の
消
滅
を
主
張
し
た
原
告
の
請
求
に
対
し

て
、「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
含
む
複
数
の
契
約
が
相
互
依
存
的
で
あ
る
場
合
、
リ
ー
ス
契
約
の
失
効
に
は
、
主
た
る
契
約
の

事
前
の
消
滅
が
必
要
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
）
38
（

た
。
こ
の
判
決
が
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
た
め
に
一
方

の
契
約
の
事
前
の
消
滅
を
要
求
し
た
こ
と
の
趣
旨
は
、
契
約
の
単
な
る
不
履
行
は
、
一
時
的
な
も
の
で
修
復
の
余
地
が
あ
る
た
め
、
不
履
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行
の
事
実
だ
け
で
は
他
方
契
約
の
消
滅
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
）
39
（
る
。

　
第
二
に
、
効
果
に
つ
い
て
。
二
〇
一
三
年
判
決
を
始
め
と
す
る
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
紛
争
の
多
く
は
、
役
務
提
供
者
の
債
務
不

履
行
が
原
因
で
役
務
提
供
契
約
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
契
約
の
帰
趨
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
判
決
以

降
、
第
一
の
契
約
の
消
滅
の
原
因
が
中
心
的
契
約
当
事
者
に
あ
る
場
合
に
、
第
二
の
契
約
の
消
滅
を
認
め
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
は
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
側
面
が
意
識
さ
れ
始
め
た
と
こ

ろ
、
こ
の
人
物
が
取
引
全
体
の
消
滅
の
原
因
を
つ
く
っ
た
場
合
に
ま
で
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
理
解
が
示
さ

れ
た
か
ら
で
あ
）
40
（

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
破
毀
院
は
次
の
よ
う
な
解
決
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｙ
が
Ｘ
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
、

こ
の
役
務
の
提
供
に
必
要
な
機
材
を
Ａ
と
締
結
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
に
よ
っ
て
調
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
Ｙ
が
合
意

さ
れ
た
期
限
の
前
に
リ
ー
ス
契
約
を
解
約
し
、
続
い
て
役
務
提
供
契
約
の
解
約
を
Ｘ
に
通
知
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
期
限
前
の
契
約
解
約
を

理
由
に
、
役
務
提
供
契
約
で
定
め
ら
れ
た
損
害
賠
償
条
項
を
援
用
し
て
Ｙ
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
、
商
事
部
二
〇
一
七

年
七
月
一
二
日
判
決
は
、
二
〇
一
三
年
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
リ
ー
ス
契
約
と
役
務
提
供
契
約
は
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
リ
ー
ス
契
約

の
消
滅
は
役
務
提
供
契
約
の
失
効
を
も
た
ら
す
た
め
右
条
項
は
援
用
で
き
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
「
契
約
の
集
合
の
消
滅
原
因
を
つ
く
っ

た
当
事
者
に
対
し
て
、
そ
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
」
可
能
性
を
留
保
し
）
41
（

た
。
こ
の
二
〇
一
七
年
判
決
は
、
第

一
の
契
約
の
消
滅
の
原
因
を
中
心
的
契
約
当
事
者
が
つ
く
っ
た
場
合
に
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
は
生
じ
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
中
心
的
契

約
当
事
者
が
民
事
責
任
を
負
う
旨
判
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
右
判
決
は
、
失
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
利
益
の
賠
償
を
中

心
的
契
約
当
事
者
に
課
す
も
の
で
あ
り
、
第
一
の
契
約
の
消
滅
の
原
因
を
中
心
的
契
約
当
事
者
が
つ
く
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
相
互
依
存

的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
効
果
を
間
接
的
に
制
限
し
た
、
と
も
評
さ
れ
て

）
43
）（
42
（
い
る
。
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三
　
債
務
法
改
正
準
備
草
案
に
お
け
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
規
律

　
前
章
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
判
決
を
契
機
と
し
て
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
に
は
、
交
渉
力
や
経
済
力

の
点
で
脆
弱
な
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
が
近
時
の
判
例
・
学
説
で
意
識
さ
れ
始
め
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
判
例
・
学
説
の
展
開
と
並
行
す
る
形
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
債
務
法
改
正
に
関
す
る
議
論
が
進
め
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
債
務
法
改
正
の
議
論
に
対
し
て
は
、
上
記
の
判
例
・
学
説
の
展
開
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
上
、

改
正
法
に
お
い
て
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
す
る
条
文
が
新
設
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
か
ら
は
、
債
務
法
改
正
に
お
け
る

契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
本
章
で
は
、
次
章
で
行
う
改
正
法
の
分
析
の
前
提
と
し
て
、
改
正
法
に
先

立
っ
て
公
表
さ
れ
た
主
要
な
準
備
草
案
の
内
容
を
、
公
表
の
時
系
列
に
従
い
、
㈠
カ
タ
ラ
草
案
、
㈡
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
、
㈢
テ
レ

草
案
、
㈣
二
〇
一
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
草
案
の
順
で
概
観
し
て

）
45
）（
44
（

い
く
。

㈠
　
カ
タ
ラ
草
案

　
第
一
に
、
二
〇
〇
五
年
に
ピ
エ
ー
ル
・
カ
タ
ラ
教
授
を
中
心
と
し
た
研
究
会
が
公
表
し
た
草
案
の
規
定
を
検
討
す
る
。
カ
タ
ラ
草
案
は
、

一
一
七
二
条
で
相
互
依
存
的
契
約
に
つ
い
て
の
定
義
規
定
を
設
け
た
上
で
、
そ
れ
に
法
定
さ
れ
る
効
果
の
一
つ
と
し
て
複
数
契
約
の
連
鎖

的
消
滅
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一
一
七
二
条
　
同
時
又
は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
、
そ
の
履
行
が
こ
れ
ら
の
契
約
が
属
す
る
一
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場

合
に
は
、
以
下
に
定
め
る
範
囲
で
相
互
依
存
的
で
あ
る
。
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一
一
七
二
条
―
三
　
相
互
依
存
的
な
契
約
の
う
ち
の
一
つ
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
、
同
一
の
集
合
に
属
す
る
他
の
契
約
の
当
事
者
は
、
そ
の
失
効
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
一
一
七
二
条
は
相
互
依
存
的
契
約
を
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
同
時
又
は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
、
②
そ
の
履
行

が
こ
れ
ら
の
契
約
が
属
す
る
一
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
相
互
依
存
的
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
タ
ラ
草
案
は

相
互
依
存
的
契
約
と
い
う
概
念
を
定
義
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
反
面
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
多
く
の
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
ま
ず
、
①
の
「
同
時
又
は
順
次
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
る
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
性
質

は
契
約
の
締
結
の
順
序
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
履
行
の
態
様
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
な
い
か
ら
で
あ
）
46
（
る
。
ま
た
、

①
の
要
件
は
、
例
え
ば
枠
契
約
と
適
用
契
約
の
関
係
や
、
主
た
る
契
約
と
下
位
契
約
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
契
約

関
係
で
は
、
一
方
的
な
依
存
関
係
（
例
え
ば
、
適
用
契
約
の
枠
契
約
へ
の
依
存
）
は
認
め
ら
れ
て
も
、
相
互
依
存
関
係
（
枠
契
約
の
適
用
契
約
へ

の
依
存
）
も
認
め
る
べ
き
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
）
47
（
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
契
約
関
係
に
つ
い
て
は
、
枠
契
約
と
適
用
契
約
の
達
成
す
る

一
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
、
両
契
約
の
履
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
た
め
、
②
に
よ
っ
て
も
絞
り
こ
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
草
案
一
一
七
二
条
の
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
は
、
過
度
に
広
範
な
も
の
で
あ
る
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
一
一
七
二
条
―
三
は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
規
定
す
る
。
ま
ず
同
条
は
、
連
鎖
的
消
滅
の
消
滅
態
様
に
つ
き
失
効

を
採
用
す
る
。
こ
の
失
効
概
念
は
、
契
約
の
本
質
的
要
素
が
契
約
締
結
後
に
消
滅
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
契
約
の
消
滅
原
因
の
一
つ
で

あ
り
、
原
則
と
し
て
遡
及
効
を
伴
わ
な
い
契
約
の
消
滅
を
自
動
的
に
も
た
ら
す
と
解
さ
れ
て
い
）
48
（
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
契
約
が
相
互
依
存

的
で
あ
る
場
合
、
一
方
の
契
約
が
他
方
契
約
の
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
、
消
滅
す
る
契
約
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
将
来
効
の
み
を
有
す
る
こ
と
か
）
49
（
ら
、
判
）
50
（
例
・
学
）
51
（
説
の
多
く
が
連
鎖
的
消
滅
の
態
様
と
し
て
失
効
に
依
拠
し
て
い
る
。
本
条
は
連
鎖
的

消
滅
の
態
様
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
失
効
を
採
用
し
た
こ
と
が
評
価
で
き
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
問
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題
点
も
あ
る
。

　
第
一
に
、
先
に
消
滅
す
る
契
約
の
消
滅
態
様
を
無
効
に
限
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
。
判
例
に
お
い
て
、
一
方
の
契
約
の
消
滅
態
様
は

無
効
だ
け
で
な
く
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
・
解
約
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
を
無
効
に
限
定
す
べ
き
理
由
は

な
い
、
と
批
判
さ
れ
て
い
）
52
（
る
。

　
第
二
に
、
本
条
が
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
鎖
的
消
滅
の
判
断

基
準
に
つ
き
、
学
説
で
は
、
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
と
い
う
客
観
的
側
面
を
重
視
す
る
の
か
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
い
う
主
観
的

側
面
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
対
立
が
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
条
は
こ
の
議
論
に
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
一
七
二

条
の
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
が
広
範
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
非
常
に
多
く
の
場
面
に
本
条
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性

が
存
在
し
、
適
用
場
面
の
絞
り
込
み
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
残
る
。

　
第
三
に
、「
有
効
に
成
立
し
た
合
意
は
、
そ
の
構
成
要
素
の
う
ち
の
一
つ
の
消
滅
又
は
そ
の
効
力
が
従
属
す
る
外
的
要
素
の
不
成
就
に

よ
り
失
効
す
る
」
と
し
て
、
失
効
の
一
般
規
定
を
定
め
る
本
草
案
一
一
三
一
条
一
項
と
、
一
一
七
二
条
―
三
の
定
め
る
失
効
概
念
の
関
係

が
不
明
確
で
あ
る
と
批
判
で
き
る
。
た
し
か
に
、
一
一
七
二
条
―
三
の
定
め
る
一
方
契
約
の
無
効
が
、
一
一
三
一
条
の
定
め
る
合
意
の

「
構
成
要
素
の
う
ち
の
一
つ
の
消
滅
」
に
あ
た
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
一
三
一
条
が
「
失
効
す
る
」
と
し
て

消
滅
の
自
動
効
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
一
七
二
条
―
三
は
当
事
者
が
「
失
効
を
主
張
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
両
規
定
の
失
効
概
念
の
前
提
が
共
通
し
て
い
る
の
か
は
疑
わ
し
）
53
（

い
。

㈡
　
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案

　
第
二
に
、
二
〇
〇
八
年
に
司
法
省
が
公
表
し
た
草
案
の
規
定
を
検
討
す
る
。
本
草
案
は
、
カ
タ
ラ
草
案
と
同
様
に
、
一
三
条
で
相
互
依

存
的
契
約
に
つ
い
て
の
定
義
規
定
を
設
け
た
上
で
、
契
約
の
無
効
の
効
果
を
定
め
る
一
〇
〇
条
に
お
い
）
54
（
て
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
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消
滅
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一
三
条
　
同
時
又
は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
、
そ
の
履
行
が
こ
れ
ら
の
契
約
が
属
す
る
一
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に

は
、
相
互
依
存
的
で
あ
る
。

一
〇
〇
条
　
相
互
依
存
的
な
契
約
の
う
ち
の
一
つ
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
、
同
一
の
集
合
に
属
す
る
他
の
契
約
の
当
事
者
は
、
当
該
無
効
に
よ
っ
て
、

他
の
契
約
の
履
行
が
不
能
に
な
る
又
は
当
事
者
の
一
方
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
が
契
約
か
ら
剝
奪
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
失
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
ま
ず
一
三
条
に
つ
い
て
。
本
条
は
カ
タ
ラ
草
案
一
一
七
二
条
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
条
も
カ
タ
ラ
草
案

の
規
定
同
様
、
適
用
対
象
が
過
度
に
広
範
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
免
れ
え
な
い
。

　
次
に
、
一
〇
〇
条
は
、
連
鎖
的
消
滅
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
、
一
方
の
契
約
の
無
効
に
よ
っ
て
、
①
他
の
契
約
の
履
行
が
不
能
と
な
っ

た
場
合
、
又
は
、
②
他
の
契
約
の
当
事
者
の
一
方
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
が
失
わ
れ
た
場
合
に
限
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
①
が
契
約

の
連
鎖
的
消
滅
が
生
じ
る
場
面
を
履
行
不
能
と
い
う
観
点
か
ら
客
観
的
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
に
対
し
て
、
②
は
当
事
者

が
契
約
に
何
を
求
め
た
か
を
主
観
的
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
②
は
、「
利
益
」
と
い
う
文
言
を
通
し
て
、

契
約
の
相
互
依
存
性
の
有
無
を
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
解
釈
し
て
帰
結
す
る
と
い
う
判
例
・
学
説
の
有
力
な
見
解
を
反
映
さ
せ
た
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
②
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
の
一
方

0

0

0

0

0

0

の
利
益
で
あ
り
、
必
ず
し
も
両
当
事
者

0

0

0

0

の
利
益

が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
考
慮
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
て
い
る
た
め
、

法
的
安
全
性
を
害
す
る
と
の
批
判
は
免
れ
え
な
い
も
の
）
55
（

の
、
残
さ
れ
た
契
約
の
利
益
を
失
っ
た
契
約
の
一
方
当
事
者
の
保
護
を
強
調
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
前
章
で
検
討
し
た
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
と
い
う
観
点
の
片
鱗
を
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見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

㈢
　
テ
レ
草
案

　
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
テ
レ
教
授
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
委
員
会
が
二
〇
〇
九
年
に
公
表
し
た
テ
レ
草
案
を
検
討
す
る
。
本
草
案
の

特
徴
は
、
従
前
の
草
案
と
異
な
り
、
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
を
設
け
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
草
案
も
複
数
契
約
の
連
鎖

的
消
滅
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
契
約
の
失
効
の
機
能
す
る
一
場
面
と
し
て
、
八
九
条
が
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
定

め
て
い
る
。

八
九
条
　
有
効
に
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
の
構
成
要
素
の
う
ち
の
一
つ
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
失
効
す
る
。

第
二
項
　（
略
）

第
三
項
　
複
数
の
契
約
が
あ
る
一
体
的
取
引
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
他
の
契
約
の
履
行
が
不
能
に
な
る

又
は
そ
の
利
益
が
失
わ
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
失
効
は
、
そ
れ
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
同
意
を
与
え
た
時
に
、
一
体
の
取
引

の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
テ
レ
草
案
に
お
け
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
は
、
失
効
の
機
能
す
る
一
場
面
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴

が
あ
り
、
従
前
の
草
案
と
比
べ
、
失
効
の
総
論
的
な
概
念
と
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
九
条
一
項
が
単
独
契
約
に

お
け
る
そ
の
構
成
要
素
の
消
滅
を
理
由
と
す
る
契
約
の
失
効
を
定
め
、
同
条
三
項
が
複
数
の
契
約
関
係
に
お
け
る
一
方
の
契
約
の
消
滅
を

理
由
と
す
る
他
方
の
契
約
の
失
効
を
規
定
す
る
と
い
う
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
同
条
三
項
は
、
一
方
契
約
に
と
っ
て

他
方
契
約
が
そ
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
本
質
的
要
素
の
消
滅
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を
理
由
に
契
約
の
失
効
が
機
能
す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
に
お
い
て
も
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
学
説
の

理
解
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
八
九
条
三
項
は
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
し
て
、
従
前
の
草
案
と
異
な
り
、
一
方
の
契
約
の
無
効
で
は
な
く
、
消
滅
を
要
件
と

し
て
お
り
、
従
来
の
議
論
と
整
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
条
は
、
司
法
省
草
案
一
〇
〇
条
と
同
様
に
、
契
約
の
連
鎖
的
消

滅
に
関
し
て
、
他
の
契
約
が
履
行
不
能
と
な
る
又
は
そ
の
利
益
を
失
っ
た
と
い
う
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
失
効
が
機
能

す
る
た
め
に
相
手
方
が
同
意
を
与
え
た
時
点
で
一
体
的
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
認
識
要
件
は
、
相
手
方
の

法
的
安
全
性
に
対
し
て
な
さ
れ
た
配
慮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
配
慮
の
方
法
が
、
相
手
方
の
単
な
る
認
識
で
足
り
る
か
、
あ
る
い

は
そ
の
承
諾
ま
で
必
要
か
と
い
う
議
論
は
あ
る
も
の
）
56
（
の
、
相
手
方
当
事
者
の
法
的
安
全
性
に
一
定
の
配
慮
を
し
た
本
草
案
は
、
学
説
に
お

い
て
も
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
）
57
（
る
。
も
っ
と
も
そ
の
一
方
で
、
司
法
省
草
案
と
は
異
な
り
、
本
草
案
は
、
失
わ
れ
る
契
約
の
利
益
が
一

方
当
事
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
と
い
う
観
点

が
必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

㈣
　
二
〇
一
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
草
案

　
以
上
の
準
備
草
案
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
省
は
二
〇
一
五
年
二
月
に
債
務
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
草
案
を
公
表
し
た
。
同
草
案
で
は

契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

一
一
八
六
条
　
有
効
に
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
の
構
成
要
素
の
う
ち
の
一
つ
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
失
効
す
る
。
…
…
（
略
）。

第
二
項
　
複
数
の
契
約
が
あ
る
一
体
的
取
引
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
他
の
契
約
の
履
行
が
不
能
に
な
る

又
は
そ
の
利
益
が
失
わ
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
失
効
は
、
そ
れ
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
同
意
を
与
え
た
時
に
、
一
体
の
取
引
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の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。

　
本
条
と
テ
レ
草
案
八
九
条
を
比
べ
る
と
明
ら
か
な
通
り
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
タ
ラ
草
案
や
二
〇
〇
八
年

司
法
省
草
案
と
異
な
り
、
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
規
定
を
設
け
ず
、
失
効
と
い
う
観
点
か
ら
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
規
定
し
て
い
る
と

い
う
構
造
だ
け
で
な
く
、
文
言
も
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
は
テ
レ
草
案
と
同
様
の
意
義
を
有
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
草
案
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
本
条
二
項
の
「
利
益
が
失
わ
れ
た
」
と
い
う
要
件
が
曖
昧
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
可
分

条
項
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
他
方
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
分
配
に
関
す
る
当
事
者
の
意
思
を
保
護
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
旨
の
意
見
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
）
58
（
い
。

四
　
改
正
債
務
法
に
お
け
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
規
律

　
以
上
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
の
展
開
及
び
諸
準
備
草
案
の
提
案
を
受
け
、
二
〇
一
六
年
改
正
債
務
法
は
、
一
一
八
六
条
で
複
数
契
約
の

連
鎖
的
消
滅
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
に
至
っ
）
59
（
た
。

一
一
八
六
条
　
有
効
に
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
の
本
質
的
要
素
の
う
ち
の
一
つ
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
失
効
す
る
。

第
二
項
　
同
一
の
取
引
の
実
現
の
た
め
に
数
個
の
契
約
の
履
行
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
消
滅
に
よ
っ
て
給

付
が
不
能
に
な
っ
た
契
約
、
及
び
、
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
が
当
事
者
の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件
で
あ
っ
た
契
約
は
、
失
効
す
る
。

第
三
項
　
た
だ
し
、
失
効
は
、
そ
れ
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
同
意
を
与
え
た
時
に
、
一
体
の
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
な
け
れ

ば
生
じ
な
い
。
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以
下
で
は
、
㈠
本
規
定
の
構
造
を
分
析
し
た
上
で
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
㈡
要
件
、
㈢
効
果
、
㈣
可
分
条
項
の
帰
趨
に
つ
い
て
、
従

前
の
議
論
と
の
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
。

㈠
　
一
一
八
六
条
の
構
造

　
ま
ず
改
正
法
は
、
カ
タ
ラ
草
案
や
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
の
よ
う
に
、
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
規
定
を
設
け
、
そ
の
効
果
の
一
つ

と
し
て
連
鎖
的
消
滅
に
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
単
独
契
約
の
失
効
の
特
則
と
し
て
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
と
い
う
テ
レ
草
案
や
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
草
案
と
同
様
の
構
成
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
八
六
条
は
一
項
で
、
単
独
契
約
は
そ
の
本
質
的

要
素
の
消
滅
を
理
由
に
失
効
す
る
と
い
う
、
契
約
の
失
効
の
原
則
を
規
定
す
る
。
そ
し
て
続
く
二
項
は
、
複
数
の
契
約
関
係
に
お
い
て
一

方
の
契
約
が
消
滅
し
た
と
き
に
他
方
の
契
約
の
失
効
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
の
契
約
に
と
っ

て
他
方
契
約
の
存
在
が
本
質
的
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
、
本
質
的
要
素
（
他
方
契
約
）
の
消
滅
を
理
由
に
、
一
方
の
契
約
が
失

効
す
る
と
い
う
構
造
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
）
60
（

る
。
単
独
契
約
の
失
効
と
、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
と
し
て

の
失
効
の
関
係
が
曖
昧
で
あ
っ
た
カ
タ
ラ
草
案
や
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
と
比
べ
る
と
、
改
正
法
は
、
本
質
的
要
素
の
消
滅
と
い
う
失

効
の
概
念
的
意
義
に
鑑
み
て
、
失
効
が
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
態
様
と
し
て
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
一
致
し
た
学
説
の
理
解
を
明
確

化
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡
　
要
　
件

　
一
一
八
六
条
は
、
①
同
一
の
取
引
の
実
現
の
た
め
に
数
個
の
契
約
の
履
行
が
必
要
な
場
合
に
、
②
そ
の
一
つ
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、

③
こ
の
消
滅
に
よ
っ
て
給
付
が
履
行
不
能
と
な
っ
た
契
約
及
び
、
④
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
が
一
方
当
事
者
の
同
意
を
決
定
的
づ
け
る
条

件
で
あ
っ
た
契
約
は
（
第
二
項
）、
⑤
相
手
方
が
同
意
を
与
え
た
時
点
で
一
体
の
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
れ
ば
（
第
三
項
）
失
効
す
る
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旨
定
め
て
い
る
。

　
ま
ず
、
①
は
同
一
の
取
引
の
実
現
の
た
め
に
数
個
の
契
約
の
履
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
。
①
が
意
味
す
る
の
は
、
複
数
の
契

約
が
同
一
の
経
済
的
取
引
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
各
契
約
の
給
付
の
関
連
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
）
61
（
る
。

も
っ
と
も
、
①
の
み
で
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に
判
例
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
）
62
（
り
、
こ
の
要
件

は
③
や
④
を
示
す
た
め
の
前
提
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
63
（

る
。

　
次
に
②
は
、
複
数
の
契
約
の
う
ち
の
一
方
が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
要
件
は
、
一
方
で
、
準
備
草
案
等
と
の
関
係
で
は

緩
や
か
な
も
の
だ
と
評
価
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
タ
ラ
草
案
や
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
で
は
、
一
方
の
契
約
が
無
効
で
あ
る
場
合
が

念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
改
正
法
で
は
、
無
効
だ
け
で
な
く
解
除
、
解
約
、
失
効
を
含
む
一
方
契
約
の
消
滅
が
要
件
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
要
件
は
、
中
心
的
契
約
当
事
者
が
一
方
契
約
の
消
滅
原
因
を
つ
く
っ
た
場
合
に
お
け
る
他
方
契
約
の
失
効
を
排
除
す

る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
場
合
に
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
た
判
）
64
（
決
が
改
正
法
の
公
布
後
に
下
さ
れ
た
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、
こ
の
場

合
に
他
方
契
約
の
失
効
を
認
め
る
と
い
う
解
決
は
維
持
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
）
65
（

る
。
も
っ
と
も
、
判
例
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
ト
を
理
由
と
す

る
中
心
的
契
約
当
事
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
、
又
は
信
義
則
を
理
由
に
失
効
を
制
限
す
る
と
い
う
手
法
は
改
正
法
の
下
に
お
い
て

も
十
分
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
）
66
（

る
。
他
方
で
、
②
は
契
約
の
消
滅
を
求
め
る
た
め
、
一
方
契
約
の
債
務
不
履
行
の
み
で
は
他
方
契
約
の
失

効
は
生
じ
な
い
。
前
節
で
検
討
し
た
通
り
、
失
効
す
る
契
約
に
と
っ
て
他
方
契
約
は
そ
の
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
後
者
に
不
履
行
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
未
だ
消
滅
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、
前
者
の
本
質
的
要
素
は
消
滅
し
て
い
な
い
た
め
、
失
効

は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
）
67
（

る
。

　
次
に
、
失
効
す
る
他
方
の
契
約
は
、
③
又
は
④
の
要
件
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
一
方
の
契
約
に
と
っ
て
他
方

契
約
が
そ
の
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
基
準
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
③
は
、
一
方
の
契
約
の
消
滅
に

よ
っ
て
、
他
方
契
約
の
給
付
の
履
行
が
不
能
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
。
司
法
省
の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
③
は
一
方
の
契
約
の
消
滅
に
よ
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る
他
方
契
約
の
履
行
不
能
と
い
う
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
失
効
を
認
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
）
68
（
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
一
方
契

約
の
消
滅
に
よ
っ
て
履
行
不
能
と
な
る
よ
う
な
複
数
契
約
の
関
係
は
、
当
事
者
の
共
通
の
意
図
と
し
て
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
考
え
て

い
る
と
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
③
は
当
事
者
の
共
通
の
意
図
に
つ
い
て
反
証
で
き
な
い
推
定
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
）
69
（
る
。
し

た
が
っ
て
、
③
は
客
観
的
基
準
を
示
す
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
当
事
者
の
意
思
・
意
図
の
探
求
と
全
く
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。
③
の

適
用
が
想
定
さ
れ
る
事
案
と
し
て
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
い
て
、
物
件
の
売
買
契
約
が
売
主
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し

た
解
除
等
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
の
リ
ー
ス
契
約
の
帰
趨
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
売
買
契
約
の
消
滅
に
よ
り
、
賃

貸
人
は
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
た
め
、
借
主
に
目
的
物
を
使
用
収
益
さ
せ
る
債
務
が
履
行
不
能
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
売
買
契
約
の
消
滅
に
よ
っ
て
リ
ー
ス
契
約
は
履
行
不
能
と
な
る
た
め
、
後
者
は
本
条
の
適
用
に
よ
り
失
効
す
る
。

こ
の
問
題
は
、
改
正
前
の
判
例
で
、
破
毀
院
混
合
部
一
九
九
〇
年
一
一
月
二
三
日
判
決
が
「
売
買
契
約
の
解
除
は
当
然
に
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
契
約
の
解
約
を
も
た
ら
す
」
と
し
て
、
賃
貸
人
の
債
務
不
履
行
に
起
因
す
る
消
滅
と
い
う
性
格
を
強
調
し
て
い
）
70
（
た
。
し
か
し
、

改
正
法
一
一
八
六
条
の
規
定
を
受
け
、
破
毀
院
は
混
合
部
二
〇
一
八
年
四
月
一
三
日
判
決
に
お
い
て
、
先
の
一
九
九
〇
年
判
決
を
「
売
買

契
約
の
消
滅
に
起
因
す
る
リ
ー
ス
契
約
の
消
滅
は
、
解
約
で
な
く
失
効
を
も
た
ら
す
」
と
変
更
し
）
71
（
た
。

　
他
方
で
④
は
、
一
方
契
約
の
履
行
が
他
方
契
約
の
一
方
当
事
者
の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
契
約
の
連

鎖
的
消
滅
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
基
準
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
）
72
（
る
。
も
っ
と
も
、
改
正
法
は
こ
の
要
件
の
判
断
基
準
を
示

し
て
い
な
い
。
こ
の
要
件
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
判
例
に
お
い
て
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
検
討
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
判
断

方
法
、
す
な
わ
ち
様
々
な
事
実
的
要
素
に
基
づ
き
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
が
存
在
し
た
か
否
か
を
探
求
す
る
、
と

い
う
手
法
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
73
（
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
④
が
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
と
同
様
に
、
他
方
契
約
の
履
行

が
、
失
効
す
る
契
約
の
一
方
当
事
者

0

0

0

0

0

の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
④
が
示

す
一
方
当
事
者
と
は
通
常
の
場
合
は
中
心
的
契
約
当
事
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
他
方
契
約
の
履
行
が
右
人
物
の
同
意
の
決
定
的
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条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
み
を
し
て
、
連
鎖
的
消
滅
が
認
め
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
が
問
題
に
な
る
。
学
説
に
よ
れ
ば
、
④
が
中
心
的
契

約
当
事
者
の
同
意
の
み
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
、
一
一
八
六
条
が
右
人
物
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
は
、
中
心
的
契
約
当
事
者
に
対
し
て
、
そ
の
各
契
約
相
手
方
が
他
方
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を

自
ら
が
負
担
す
る
旨
の
正
当
な
信
頼
を
惹
起
さ
せ
た
か
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
始
め
て
き
た
と
こ
ろ
、
④
は
中
心
的
契
約
当
事
者
の
こ
う

し
た
信
頼
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
右
人
物
の
同
意
内
容
の
み
の
考
慮
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
）
74
（

る
。
④

が
示
す
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
の
こ
の
保
護
的
側
面
は
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
に
資
す
る
場
合
に
お
け
る
各
契
約
の
解
釈
に

関
し
て
、
一
一
八
九
条
二
項
が
「
両
当
事
者
の
共
通
の
意
図
」
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
契
約
解
釈
の
場

面
で
は
両
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
考
慮
す
る
一
方
で
、
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
で
は
一
方
当
事
者
の
同
意
の
み
を
考
慮
す
る
と
い
う
立
場

が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
改
正
法
は
④
を
通
し
て
連
鎖
的
消
滅
の
場
合
に
例
外
的
に
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の

保
護
を
施
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
）
75
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
④
は
当
事
者
の
一
方
が
、
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
を
、
そ
の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件
と
し
て
い
た
と
い
う
要
件
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
要
件
で
契
約
の
失
効
を
導
く
こ
と
は
、
失
効
す
る
契
約
の
相
手
方
の
取
引
の
安
全
性
を
害
す
る
。
そ
こ

で
⑤
は
、
失
効
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
同
意
を
与
え
た
時
点
で
一
体
的
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
限
り
失
効
が
生
じ
る
と

定
め
、
相
手
方
の
取
引
の
安
全
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
⑤
が
相
手
方
の
認
識
を
要
求
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
改
正
法
は
、
契

約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
要
素
の
み
か
ら
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
し
た
混
合
部
二
〇
一
三
年
判
決
の
帰
結
を
採
用
し
な
か
っ
た
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
）
76
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
認
識
」
と
い
う
文
言
は
、
一
体
の
取
引
の
存
在
を
承
諾
し
て
取
引
に
入
っ
た
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
必
ず
し

も
失
効
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
の
取
引
の
安
全
を
万
全
に
保
証
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
例
え
ば
改
正
法
一

一
三
五
条
一
項
が
、
動
機
の
錯
誤
は
「
当
事
者
が
明
示
的
に
そ
の
者
の
同
意
の
決
定
的
要
素
」
と
し
な
け
れ
ば
契
約
の
無
効
原
因
と
な
ら
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な
い
旨
定
め
る
よ
う
に
、
契
約
の
目
的
や
動
機
を
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
に
は
、
原
則
と
し
て
両
当
事
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑤
が
認
識
の
み
で
足
り
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
規
定
ぶ
り
を
し
て
い
る
の

は
、
④
と
同
様
に
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
が
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
点
か
ら
説

明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
例
外
的
解
決
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
）
77
（
る
。
⑤
の
要
件
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か

と
い
う
問
題
は
、
相
互
依
存
的
な
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
が
い
か
な
る
性
質
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
学
説
の
議
論
と
の
関
係
も
含
め
て
、
別
稿
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

㈢
　
効
　
果

　
そ
れ
で
は
、
改
正
法
に
お
い
て
失
効
と
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
失
効
の
効
果
に
つ
い
て
は

一
一
八
七
条
が
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一
一
八
七
条
　
失
効
は
、
契
約
を
終
了
さ
せ
る
。

第
二
項
　
失
効
は
、
第
一
三
五
二
条
か
ら
第
一
三
五
二
条
―
九
ま
で
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
原
状
回
復
を
生
じ
さ
せ
得
る
。

　
ま
ず
、
一
一
八
七
条
一
項
は
、
失
効
は
契
約
を
終
了
さ
せ
る
旨
定
め
る
。
し
か
し
、
失
効
の
遡
及
効
や
自
動
効
の
有
無
に
つ
い
て
は
何

ら
立
場
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
項
が
「
契
約
を
終
了
さ
せ
る
」
と
い
う
表
現
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
失
効
の

効
果
は
将
来
効
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
二
項
が
失
効
は
原
状
回
復
義
務
を
生
じ
さ
せ
得
る
旨
示
し
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
改
正
法
は
実
質
的
に
遡
及
効
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
正
法
の
曖
昧
性
の
趣
旨

は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
失
効
が
適
用
さ
れ
る
場
面
の
多
様
性
を
考
慮
す
る
と
、
失
効
が
遡
及
効
を
有
す
る
か
否
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か
を
法
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
こ
れ
を
決
す
る
の
は
具
体
的
事
案
で
適
切
な
判
断
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
裁
判
官
の
な
す
べ
き

こ
と
で
あ
）
78
（

る
、
と
。

　
他
方
で
、
自
動
効
に
つ
い
て
、
一
一
八
六
条
は
「
失
効
す
る
」（
一
・
二
項
）、「
生
じ
な
い
」（
三
項
）
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
一
応
の

解
決
を
図
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
タ
ラ
草
案
一
一
七
二
条
―
三
や
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
一
〇
〇
条
が
「
…
…

失
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
当
事
者
や
裁
判
官
に
失
効
の
効
力
の
判
断
権
限
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と

と
比
較
す
る
と
、
改
正
法
は
失
効
の
自
動
効
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
失
効
が
生
じ
る
前
提
と
し
て
の
契
約

の
本
質
的
要
素
が
何
か
と
い
う
点
は
な
お
不
明
確
な
た
め
、
本
質
的
要
素
の
消
滅
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
裁
判
官
が
介
入
す
る
こ
と
は

想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
特
に
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
つ
い
て
は
、
一
一
八
六
条
二
項
が
③
と
④
の
要
件
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に

準
じ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
失
効
は
自
動
効
を
有
す
る
も
の
の
、
後
者
の
場
合
に
は
、
同
意
の
決
定
的
条
件
の
判
断
の
中
で
裁
判
官
の
介

入
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
失
効
が
自
動
効
を
有
す
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
）
79
（
る
。

㈣
　
可
分
条
項
の
帰
趨

　
そ
れ
で
は
、
一
方
の
契
約
が
何
ら
か
の
理
由
で
消
滅
し
た
場
合
で
も
、
他
方
契
約
は
右
消
滅
の
影
響
を
受
け
な
い
旨
規
定
す
る
可
分
条

項
の
効
力
は
改
正
法
の
下
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
。
改
正
法
は
右
条
項
の
効
力
に
つ
い
て
明
示
的
規
定
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、

こ
の
問
題
は
学
説
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
一
八
六
条
二
項
の
公
序
的
性
格
を
強
調
し
て
、
改
正
法
の
下
で
は
可
分
条
項
は
一
律
に
効
力
を
有
さ
な
い
と
主
張
す
る
見
解

が
あ
）
80
（
る
。
こ
の
見
解
は
、
一
一
八
六
条
の
規
定
す
る
契
約
の
相
互
依
存
性
は
、
複
数
の
契
約
の
共
存
を
本
質
的
で
あ
る
と
す
る
中
心
的
契

約
当
事
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
本
条
は
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
中
心
的
契
約
当
事
者
の
利
益
を
尊
重
す
る
こ
と
を
強
行
法

的
に
課
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
契
約
相
手
方
は
複
数
契
約
の
締
結
の
時
点
に
お
い
て
一
体
的
取
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引
か
ら
利
益
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
可
分
条
項
の
挿
入
に
よ
っ
て
両
契
約
の
帰
趨
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
上
記
の
本
条
の
趣

旨
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
解
決
の
硬
直
性
や
契
約
自
由
の
原
則
の
過
度
な
侵
害
と
い
う
観
点
か
ら
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
論
者
は
む
し
ろ
、
次
の
理
由
か
ら
可
分
条
項
は
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
）
81
（
る
。
ま
ず
、
こ
の
見
解

の
論
者
は
、
一
一
〇
二
条
で
契
約
自
由
の
原
則
を
示
す
民
法
典
の
多
く
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
意
思
の
補
充
で
あ
り
、
一
一
八

六
条
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
一
一
八
六
条
二
項
は
、
一
方
の
契
約
が
消
滅
し
た
場
合
に
他
方
契
約
の
帰
趨
に
つ
い
て

の
合
意
が
な
い
と
き
に
、
客
観
的
な
事
実
的
要
素
を
手
が
か
り
に
当
事
者
の
意
図
を
演
繹
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
、
つ
ま
り
一
体
的
取
引
の
挫
折
の
リ
ス
ク
分
配
に
関
し
て
特
別
な
合
意
が
な
か
っ
た
場
合
に
本
条
は

機
能
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
条
は
中
心
的
契
約
当
事
者
に
対
し
て
、
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
が
他
方
契
約
の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件

で
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
右
リ
ス
ク
の
分
配
に
関
し
て
当
事
者
に
保
障
さ
れ
た
契
約
自
由
の
原
則
に
鑑
み
て
、

合
意
の
中
で
こ
の
よ
う
な
表
明
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
リ
ス
ク
の
分
配
を
企
図
す
る
可
分
条

項
を
一
一
八
六
条
は
排
除
し
て
い
な
い
、
と
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
後
者
の
論
者
も
可
分
条
項
の
有
効
性
を
一
律
に
承
認
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
今
後
は
濫
用
的

条
項
に
対
す
る
一
般
法
の
規
制
を
定
め
る
一
一
七
一
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
可
分
条
項
の
効
力
が
検
討
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
、
改
正
法
一
一
七
一
条
は
「
附
合
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
の
当
事
者
の
権
利
と
義
務
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ

る
条
項
は
す
べ
て
、
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
と
し
て
、
①
附
合
契
約
で
あ
る
こ
と
、
②
当
事
者
の
権
利
義
務
の
間
に
著
し
い

不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
条
項
の
無
効
を
認
め
て
い
）
82
（
る
。
こ
の
条
文
は
、
①
附
合
契
約
、
す
な
わ
ち
当
事
者
間

に
お
い
て
交
渉
が
不
可
能
で
あ
り
、
自
由
に
な
さ
れ
た
合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
②
権
利
義
務
に
著
し
い
不
均
衡
の
あ
る
脆

弱
な
一
方
当
事
者
を
濫
用
条
項
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
意
主
義
と
脆
弱
な
当
事
者
の
保
護
の
調
和
と
い
う
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新
た
な
民
法
典
の
精
神
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
）
83
（
る
。
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
で
は
、
特
に
可
分
条
項
が
②
の
要
件
を
満
た
す

か
の
判
断
が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
消
費
法
典
に
お
い
て
濫
用
的
条
項
を
規
制
す
る
Ｌ
二
一
二
―
一
条
の
運
用

を
参
照
し
て
、
契
約
締
結
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
、
他
の
条
項
の
規
定
内
容
、
取
引
の
対
価
構
造
や
取
引
目
的
が
考
慮
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い

る
）
84
（

。
こ
う
し
た
改
正
法
に
お
け
る
解
釈
を
こ
れ
ま
で
可
分
条
項
の
帰
趨
が
特
に
問
題
に
な
っ
た
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
事
案
に
つ
い

て
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
①
契
約
が
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
②
当
事
者
間
の
権
利
義
務
に
著
し
い
不
均
衡

が
生
じ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
、
様
々
な
事
実
か
ら
演
繹
さ
れ
る
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
を
通
し
て
検
討
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
契
約
の
全
体
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
可
分
条
項
を
排
除
し
た
従
前
の
判
例
は
、

一
一
七
一
条
の
よ
う
な
濫
用
的
条
項
に
対
す
る
一
般
法
の
規
制
が
存
在
し
な
い
中
で
、
実
質
的
に
は
交
渉
余
地
の
な
い
立
場
の
弱
い
中
心

的
契
約
当
事
者
を
保
護
す
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

五
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
す
る

　
近
時
の
議
論
の
特
色

　
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
行
っ
た
検
討
の
結
果
を
、
判
例
の
展
開
と
立
法
の
展
開
に
分
け
て
ま
と
め
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
議

論
に
見
ら
れ
る
特
色
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
。
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
相
互
依
存
性
の
根
拠
及
び
判
断
基
準
に
関
す
る
議
論
が
混
乱
を

極
め
る
中
、
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
関
し
て
、
契
約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
な

観
点
か
ら
相
互
依
存
性
を
帰
結
す
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
。
右
判
決
に
対
し
て
は
、
紛
争
の
多
い
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
事
案
に
統

一
的
解
決
を
与
え
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
一
方
で
、
右
判
決
の
相
互
依
存
性
の
要
件
、
効
果
、
及
び
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
多
く
の
疑
問



法学政治学論究　第124号（2020.3）

342

が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
右
判
決
の
法
的
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
に
は
、
実
質
的
に
は
、

一
方
の
契
約
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
他
方
契
約
の
存
続
に
関
す
る
リ
ス
ク
分
配
の
性
格
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
連
鎖
的
消
滅
を
正
当

化
す
る
契
約
の
相
互
依
存
性
は
、
右
リ
ス
ク
を
他
方
当
事
者
が
負
担
す
る
と
い
う
外
観
に
つ
き
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
脆
弱
な
中
心
的
契

約
当
事
者
を
保
護
す
る
側
面
も
あ
る
こ
と
が
次
第
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
右
判
決
以
降
の
破
毀
院
判
決
で
も
、
右
判

決
の
射
程
に
含
ま
れ
る
取
引
類
型
や
相
互
依
存
性
の
要
件
・
効
果
の
観
点
か
ら
、
右
判
決
の
射
程
を
狭
く
解
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
る
と

同
時
に
、
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
中
心
的
契
約
当
事
者
の
保
護
と
い
う
観
点
を
意
識
し
た
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も

指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
、
立
法
作
業
の
経
緯
に
つ
い
て
。
二
〇
〇
五
年
に
公
表
さ
れ
た
カ
タ
ラ
草
案
か
ら
二
〇
一
六
年
に
成
立
し
た
改
正
債
務
法
に
至
る

ま
で
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
す
る
規
定
を
導
入
す
る
と
い
う
方
向
性
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
各
草
案
の
具
体
的

内
容
を
み
て
み
る
と
、
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
を
設
け
る
か
、
連
鎖
的
消
滅
の
要
件
を
い
か
な
る
点
に
設
定
す
る
か
、
と
い
っ
た
点
で

差
異
が
見
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
多
く
の
草
案
に
お
い
て
連
鎖
的
消
滅
が
生
じ
る
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
契
約
の
利
益
の
内
容
が

考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
特
に
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
が
一
方
当
事
者
の
利
益
の
み
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
う

し
た
考
慮
は
、
改
正
法
一
一
八
六
条
二
項
に
お
い
て
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
要
件
と
し
て
、
他
方
契
約
の
履
行
が
一
方
当
事
者

0

0

0

0

0

の
同
意

を
決
定
づ
け
る
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
掲
げ
る
一
方
で
、
失
効
を
援
用
さ
れ
る
相
手
方
は
一
体
的
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
れ
ば

保
護
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
し
て
、
改
正
法
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

方
向
性
が
採
用
さ
れ
た
趣
旨
は
、
一
一
八
六
条
が
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
中
心
的
契
約
当
事
者
の
保
護
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
改
正
前
の
判
例
で
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
可
分
条
項
の
帰
趨
に
つ
き
、
改
正
法
は
明
確
な
規
定
を
設
け
て
い

な
い
も
の
の
、
学
説
で
は
、
附
合
契
約
に
お
け
る
濫
用
的
条
項
の
規
制
を
定
め
る
一
一
七
一
条
の
解
釈
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
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以
上
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
議
論
に
お
い
て
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
は
、
一
方
の
契
約
が
消
滅
し
た
場

合
に
お
け
る
他
方
契
約
の
存
続
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
分
配
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
契
約
の
相

互
依
存
性
に
は
、
右
リ
ス
ク
を
相
手
方
当
事
者
が
負
担
す
る
旨
の
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
脆
弱
な
中
心
的
契
約
当
事
者
を
保
護
す
る
と
い

う
側
面
が
あ
る
こ
と
が
共
有
さ
れ
始
め
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
中
心
的
契
約
当
事
者
の
保
護
の
側
面
は
、

二
〇
一
三
年
判
決
の
登
場
前
後
に
注
目
さ
れ
始
め
た
考
え
方
で
あ
る
も
の
の
、
同
判
決
以
前
の
判
決
に
お
い
て
、
当
事
者
の
共
通
の
意
図

を
徴
標
す
る
事
実
的
要
素
と
し
て
、
金
融
機
関
と
役
務
提
供
者
の
事
前
の
協
力
体
制
と
い
っ
た
役
務
受
領
者
の
信
頼
を
基
礎
づ
け
る
事
情

が
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
必
ず
し
も
従
前
の
判
例
と
方
向
性
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
従
前
の
判
決
に
お

い
て
、
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
徴
標
す
る
事
実
的
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
契
約
の
締
結
経
緯
や
履
行
時
の
当
事
者
の
言
明
、
取

引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
と
い
っ
た
要
素
の
意
味
を
、
当
事
者
の
意
思
を
徴
憑
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
中
心

的
契
約
当
事
者
の
抱
い
た
正
当
な
信
頼
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
）
85
（
ば
、
こ
の
後

者
の
観
点
は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
を
、
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
の
問
題
点
を
回
避

し
つ
つ
も
、
そ
の
根
拠
を
擬
制
的
な
意
思
概
念
に
仮
託
す
る
こ
と
の
難
点
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
新
た
な
中
間
的
理
論
構
成
と
し
）
86
（
て
、
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
87
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
観
点
は
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
目
的
の
達
成
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た

と
い
う
事
情
か
ら
生
じ
る
消
費
者
の
期
待
な
い
し
推
測
を
根
拠
）
88
（
に
、
主
た
る
契
約
と
与
信
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
た
消
費
法
典
の
一

部
の
規
定
の
趣
旨
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
）
89
（

る
。

　
ま
た
、
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
は
、
根
拠
の
不
明
確
性
を
理
由
に
学
説
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

右
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
と
い
う
取
引
類
型
が
社
会
に
根
付
い
た
こ
と
を
理
由
に
相
互
依
存
性
を
画
一
的
な
基
準
で
判
断
し

た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
右
判
決
は
、
社
会
に
定
着
し
た
取
引
の
類
型
そ
の
も
の
が
相
互
依
存
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て
重

要
な
意
味
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
契
約
の
連
鎖
的
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消
滅
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
お
い
て
取
引
類
型
が
な
ぜ
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
特
に
、
典
型
化
さ
れ
た
取
引
類
型
と
正
当
な
信
頼
の

惹
起
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
右
判
決
の
帰
結
そ
の
も
の
を

採
用
し
な
か
っ
た
改
正
法
の
解
釈
と
し
て
、
特
に
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
事
案
が
、
判
例
に
よ
っ
て
今
後
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て

い
く
の
か
と
い
う
点
と
併
せ
て
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

六
　
結
　
語

　
本
稿
で
は
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
判
例
・
立
法
の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
当
事
者
の
共
通
の
意
図
」
を
根
拠
に
正
当

化
さ
れ
る
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
関
す
る
議
論
に
は
、
一
方
の
契
約
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
他
方
契
約
の
存
続
に
関
す

る
リ
ス
ク
を
相
手
方
当
事
者
が
負
担
す
る
旨
の
正
当
な
信
頼
を
抱
い
た
脆
弱
な
中
心
的
契
約
当
事
者
を
保
護
す
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
理

解
が
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
研
究
を
出
発
点
と
し
つ
つ
な
お
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
①
改
正
法
一
一
八
六
条
三
項
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件
の
意
義
を
従
前
の
議
論
と
の
関
係
を
踏

ま
え
て
分
析
す
る
こ
と
、
②
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
に
お
け
る
脆
弱
な
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
と

い
う
観
点
が
、
我
が
国
の
最
判
平
成
八
年
を
巡
る
議
論
に
い
か
な
る
示
唆
を
も
た
ら
す
か
を
検
討
す
る
こ
と
、
③
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に
お

け
る
伏
流
と
評
さ
れ
る
正
当
な
信
頼
の
概
）
90
（
念
に
歩
み
寄
り
を
み
せ
る
フ
ラ
ン
ス
の
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
と
、
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に

影
響
を
与
え
る
欧
州
契
約
法
に
お
け
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
、
④
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
以

外
の
効
果
（
性
質
決
定
、
適
法
性
の
評
価
、
契
約
解
釈
、
相
殺
、
履
行
の
抗
弁
等
）
の
可
否
及
び
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
、
⑤
相
互
依
存
的
契
約

概
念
の
外
延
を
確
定
す
る
こ
と
等
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

と
し
た
い
。
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（
1
）  

包
括
的
研
究
と
し
て
、
椿
寿
夫
・
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
二
年
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三
角
・
多
角

取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
2
）  

最
高
裁
平
成
八
年
一
一
月
一
二
日
判
決
（
民
集
五
〇
巻
一
〇
号
二
六
七
三
頁
。
以
下
、
最
判
平
成
八
年
と
い
う
）。

（
3
）  
都
筑
満
雄
『
複
合
取
引
の
法
的
構
造
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
七
年
）
三
二
八
頁
。

（
4
）  
中
舎
寛
樹
『
多
数
当
事
者
間
契
約
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
九
年
）
三
頁
及
び
二
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
5
）  
中
舎
前
掲
注
（
4
）
二
一
一
頁
。
な
お
同
二
九
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
6
）  

吉
井
啓
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
複
合
契
約
論
の
展
開
」
椿
寿
夫
・
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇

四
頁
、
中
舎
前
掲
注
（
4
）
二
一
一
頁
等
が
こ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。

（
7
）  

森
山
浩
江
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み 

都
筑
満
雄
『
抗
弁
の
接
続
と
複
合
契
約
論
』」
法
律
時
報
八
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
二
頁
以
下
。

（
8
）  

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
角
・
三
角
取
引
と
民
法
」
私
法
七
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
四
頁
〔
中
舎
寛
樹
発
言
〕。

（
9
）  

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
角
・
三
角
取
引
と
民
法
」
私
法
七
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
八
頁
〔
河
上
正
二
発
言
〕。

（
10
）  

フ
ラ
ン
ス
の
相
互
依
存
的
契
約
の
問
題
を
論
じ
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
都
筑
前
掲
注
（
3
）
一
九
三
頁
以
下
、
同
「
複
合
契
約
中
の
契
約

の
消
滅
の
判
断
枠
組
み
と
法
的
根
拠
に
関
す
る
一
考
察
」
南
山
法
学
三
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
頁
以
下
、
小
林
和
子
「
複
数
の
契
約
と
相

互
依
存
関
係
の
再
構
成
」
一
橋
法
学
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
五
頁
以
下
、
吉
井
前
掲
注
（
6
）
九
五
頁
以
下
、
渡
邊
貴
「
複
数
契
約
の

密
接
関
連
性
の
考
慮
要
素
に
関
す
る
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一
三
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
11
）  

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
で
右
見
解
が
有
力
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
酒
巻
修
也
「
一
部
無
効
の
本
質
と
射
程
⑺
」
北
大
法
学
論
集
六
九
巻
三

号
（
二
〇
一
八
年
）
七
七
二
頁
以
下
、
小
林
和
子
「
生
命
保
険
と
こ
れ
に
関
連
し
た
契
約
の
相
互
依
存
関
係
」
生
命
保
険
論
集
二
〇
五
号
（
二
〇

一
八
年
）
一
〇
三
頁
以
下
等
も
参
照
。

（
12
）  

金
山
直
樹
「
契
約
の
消
滅
と
裁
判
官
」
法
律
時
報
八
七
巻
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
七
頁
以
下
、
酒
巻
前
掲
注
（
11
）
七
八
六
頁
注
20
が
本
判

決
を
紹
介
・
検
討
し
て
い
る
。

（
13
）  

改
正
法
の
関
連
規
定
を
概
観
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
（
野
澤
正
充
訳
）「
債
務
法
改
正
後
に
お
け
る
契
約
の
相
互
依

存
性
」
立
教
法
務
研
究
一
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
14
）  

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
渡
邊
前
掲
注
（
10
）
二
四
一
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

（
15
）  

契
約
の
相
互
依
存
関
係
と
は
、
一
定
の
目
的
達
成
の
た
め
に
同
等
の
重
要
性
を
も
つ
複
数
の
契
約
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ
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け
で
は
右
目
的
達
成
の
た
め
に
十
分
で
な
い
と
い
う
関
係
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い
る
（B. Teyssié, Les groupes de contrats, LG

D
J, 1975, 

n
o  176 et s

）。

（
16
）  D

efrénois 2006, 38431, p. 1194. note J. -L. Aubert.
（
17
）  M

. Bacache, Rép. civ. D
alloz, Indivisibilité, 2009, n

o   147 et s.
（
18
）  S. Pellé, La notion d

’interdépendance contractuelle, D
alloz, 2007, n

o  106 etc.

（
19
）  
例
え
ば
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
五
日
判
決
（Bull. civ. IV, n

o  29

）
を
参
照
。

（
20
）  Cass. ch. m

ixte. 17 m
ai. 2013, n

o  11 -22768. 

な
お
、
本
文
で
示
し
た
判
決
以
外
に
、
ほ
ぼ
類
似
の
事
案
に
対
し
て
、
同
日
付
け
で
同
一

の
判
示
を
行
う
判
決
も
下
さ
れ
て
い
る
（n

o  11 -22927

）。

（
21
）  G

az. Pal. 12 juin. 2013, p. 1667, obs. N. G
uerrero, etc.

（
22
）  D

. 2013, p. 1273, obs. X. D
elpech.; RD

C 2013, p. 1333, obs. Y -M
. Laithier etc.

（
23
）  G

az. Pal. 4 juill. 2013, p. 2351, obs. D. H
outciefe.

後
掲
注
（
46
）Bros

論
文
も
参
照
。

（
24
）  

例
え
ば
、
信
用
賃
貸
借
（crédit bail

）
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
取
引
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
な
い
た
め
本
判
決
の
射
程
に
含
ま

れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（RTD

 com
, 2013, p. 569, obs. D. Legeais

）
が
、
他
の
融
資
取
引
が
本
判
決
の
射
程
に
含
ま
れ
る
か
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
。

（
25
）  JCP 2013, 674, note J. -B. Seube, p. 1162.

（
26
）  JCP 2013, 674, note J. -B. Seube, p. 1161.

（
27
）  

他
に
、RD

C 2013, p. 1331, obs. Y. -M
. Laithier

等
も
本
判
決
に
同
様
の
批
判
を
向
け
る
。

（
28
）  J. G

hestin, G. Loiseau et Y. -M
. Serinet, Traité de droit civil, La form

ation du contrat, Tom
e 2 : L

’objet et la cause, 4
e éd., 

LG
D
J, 2013, n

o  2618 et s.

（
29
）  J. G
hestin, G. Loiseau et Y. -M

. Serinet, op. cit., n
o  2623 et s.

（
30
）  JCP 2013, 673, note F. Buy, p. 1158.

（
31
）  RD

C 2017, p. 590, obs. T. G
enicon. ; O. D

eshayes, T. G
enicon et Y. -M

.  Laithier, Réform
e du droit des contrats, du régim

e 
général et de la preuve des obligations, 2

e éd., Lexis N
exis, 2018, p. 405.

（
32
）  

例
え
ば
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
三
年
九
月
二
四
日
判
決
（n

o  12 -25103

）
等
を
参
照
。
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（
33
）  Cass. com

. 5 nov. 2013, n
o  11 -27400.

（
34
）  Cass. 1

er. civ. 10 sept. 2015, D
. 2016, p. 566, obs. M

. M
ekki.

（
35
）  G

az. Pal. 5 janv. 2016, 37, obs. D. H
outciefe.

（
36
）  
小
林
前
掲
注
（
11
）
一
〇
四
頁
は
、
生
命
保
険
契
約
を
含
む
複
数
の
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
が
問
題
に
な
っ
た
最
近
の
判
決
を
網
羅
的
に
検
討
し

た
上
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
様
々
な
事
実
を
考
慮
し
て
複
数
の
契
約
を
相
互
依
存
と
す
る
意
思
を
当
事
者
が
有
し
て
い
た
か
否
か
が
問
題
に

さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
37
）  RD

C 2016, p. 16, obs. Y. -M
. Laithier.

（
38
）  Cass. com

. 4 nov. 2014, JCP 2015, 54, obs. J. -J. Barbieri.

（
39
）  RD

C 2015, p. 268, obs. J. -B. Seube.

（
40
）  O. D

eshayes, T. G
enicon et Y. -M

. Laithier, op. cit., p. 400.

（
41
）  Cass. com

. 12 juillet. 2017, JCP G
 2017, 1021, obs. F. Buy.

（
42
）  A

J Contrat 2017, 429, obs. S. Bros.

（
43
）  

た
だ
し
、
本
件
で
リ
ー
ス
契
約
は
Ａ
Ｙ
の
合
意
で
解
約
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
も

あ
る
（RD

C 2017, p. 627, obs. J. -B. Seube

も
参
照
）。

（
44
）  

改
正
法
が
成
立
す
る
ま
で
の
経
緯
と
改
正
法
の
概
要
を
検
討
す
る
文
献
と
し
て
、
中
田
裕
康
「
二
〇
一
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
債
権
法
）
改

正
」
日
仏
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
45
）  

な
お
、
都
筑
前
掲
注
（
10
）
八
頁
以
下
で
も
、
カ
タ
ラ
草
案
、
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案
及
び
テ
レ
草
案
に
お
け
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅

の
規
律
に
つ
い
て
検
討
が
施
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）  S. Bros, Les contrats interdépendants: actualité et perspectives, D. 2009. p. 962.

な
お
、
こ
の
論
文
は
、
二
〇
〇
八
年
司
法
省
草
案

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
タ
ラ
草
案
と
本
草
案
は
内
容
的
に
重
複
し
て
い
る
部
分
も
多
い
た
め
、
両
草
案
に
妥
当
す
る
批
判
は
本
節
で
取

り
上
げ
て
い
る
。

（
47
）  S. Bros, op. cit., p. 963.

（
48
）  J. G

hestin, G. Loiseau et Y. -M
. Serinet, op. cit., n

o  2068 et s.

（
49
）  

た
だ
し
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
七
年
六
月
五
日
判
決
（D

. 2007, p. 1723, obs. X. D
elpech

）
は
、
即
時
的
履
行
の
あ
る
契
約
の
失
効
の
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効
果
と
し
て
、
原
状
回
復
義
務
（
遡
及
効
）
を
認
め
て
い
る
。

（
50
）  

例
え
ば
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
六
年
四
月
四
日
判
決
（D

. 2006, p. 2656, note R. Boffa

）。

（
51
）  J. G

hestin, G. Loiseau et Y. -M
. Serinet, op. cit., n

o  2625 

等
を
参
照
。

（
52
）  J. Cartw

right （edi.

）, Reform
ing the French Law of O

bligations, O
xford H

art Pub., 2009, p. 228 〔D. M
azeaud

〕. 

な
お
、
渡
邊
前

掲
注
（
10
）
二
二
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
53
）  
都
筑
前
掲
注
（
10
）
二
四
頁
で
も
両
失
効
概
念
の
相
違
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
54
）  

な
お
、
本
条
は
「
契
約
の
無
効
」
の
効
果
と
し
て
、
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
他
の
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本

草
案
が
カ
タ
ラ
草
案
と
同
様
に
、
先
に
消
滅
す
る
契
約
の
消
滅
態
様
を
無
効
に
限
定
し
て
い
る
と
直
ち
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と

も
、
本
草
案
は
他
の
消
滅
原
因
の
場
合
に
つ
い
て
、
相
互
依
存
的
な
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
他

の
消
滅
原
因
の
場
合
に
つ
い
て
い
か
な
る
処
遇
が
な
さ
れ
る
か
は
な
お
不
明
確
で
あ
る
。

（
55
）  D. Fenouillet, Regards sur un projet en quête de nouveaux équilibres, RD

C 2009, p. 279, n
o  51.

（
56
）  S. Pellé, op. cit., n

o  329 et s.

（
57
）  

例
え
ば
、D. Fenouillet, op. cit., n

o  51 

は
テ
レ
草
案
の
こ
う
し
た
方
向
性
を
評
価
す
る
。

（
58
）  J. -B. Seube, L

’article 1186 du projet: la caducité, RD
C 2015, p. 769.

（
59
）  

改
正
法
の
条
文
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
荻
野
奈
緒
ほ
か
「
フ
ラ
ン
ス
債
務
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン

ス
第
一
三
一
号
）
に
よ
る
民
法
典
の
改
正
」
同
志
社
法
学
六
九
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
九
八
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

（
60
）  

ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
前
掲
注
（
13
）
二
〇
七
頁
。

（
61
）  O. D

eshayes, T. G
enicon et Y. -M

. Laithier, op. cit., p. 400. ; P. M
alinvaud, M

. M
ekki et J. -B. Seube, D

roit des obligations, 
15
e éd., LexisN

exis, 2019, n
o 455.

（
62
）  

例
え
ば
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日
判
決
（JCP 2011, 566, obs. A. -Sophie Barthez

）
は
「
複
数
の
契
約
が
同
一
の
経

済
的
取
引
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
性
質
づ
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
63
）  F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2

e éd., D
alloz, 2018, n

o  123. 502.

（
64
）  

破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
七
年
七
月
一
二
日
判
決
前
掲
注
（
41
）。

（
65
）  RD

C 2017, p. 591, obs. T. G
enicon.
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（
66
）  M

. M
ekki, Réform

e du droit des contrats: la caducité, JCP N
 2017, p. 7.

（
67
）  

破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
四
年
一
一
月
四
日
判
決
前
掲
注
（
38
）
が
す
で
に
こ
の
旨
判
示
し
て
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さ
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ら
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0

0

0

0

0
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0
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0
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ら
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す
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